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令和３年度第１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年４月１３日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２２〕                          

① 件  名 

石巻市飲食業等応援給付金の拡充について（新型コロナウイルス感染症対策） 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  新型コロナウイルス感染症による事業者支援として飲食事業者の経営がひっ迫していることか

ら「石巻市飲食業等応援給付金」の申請を受付しており、特に複数店舗を経営する事業者の赤字

が大きいことが判明した。 

併せて、３月１８日には宮城県及び仙台市共同で独自の「宮城県緊急事態宣言」が発せられ、不

要不急の外出や行動自粛が要請されたため、今後の営業活動の継続に大きな影響が生じている。 

 【目的】 

新型コロナウイルス感染症の影響を特に受けている、２店舗以上の店舗等を有する事業者の事

業の継続を支援する。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 
 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

   ４ 地域を支える商工業の振興を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和３年３月 第２２回庁議報告（給付金の実施について） 

関係部課協議 

       新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画裁定 

       関係予算について専決処分 

石巻市飲食業等応援給付金交付要綱の一部改正 

⑤ 主な内容 

「石巻市飲食業等応援給付金」の対象業者数及び複数の店舗を運営する事業者に支給する給付金

を以下のとおり変更する。 

  （1）対象事業者数 

    （変更後） 

       Ｒ２県自粛要請に伴う協力金対象飲食事業者 ５６０事業者 

       運転代行業の届出事業者          ３０事業者 

       観光関連産業者経営支援事業対象事業者（飲食業） ５４事業者 

       Ｒ２．６以降の営業開始飲食業者        ２６事業者  計６７０事業者 

（変更前） 

       Ｈ２８経済センサス上の飲食業 ５３５事業者 

       運転代行業の届出事業者    ３０事業者 

       Ｈ２８以降の営業開始飲食業者  ３５事業者  計６００事業者 

     

  （2）２店舗以上を運営する事業者に対する支給上限額を６００千円とする。 

（現行から３００千円増額） 

     ※参考：Ｒ２県自粛要請に伴う協力金対象飲食事業者のうち２店舗以上を運営していた

事業者は７０事業者 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 事業者の事業の継続及び雇用の維持が図られる。 

 

【市財政への負担】 

 事業費 ４２，０１４千円 

（内訳） 

・対象事業者数の見直し ２１，０００千円（３００千円×７０事業者） 

・２店舗以上を運営する事業者への支給 ２１，０００千円（３００千円×７０事業者） 

・上記振り込み等に係る役務費 １４千円          

  

（財源）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国）１０／１０ 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

・飲食業等に対する応援給付金の実施状況 

 登米市（３００千円）、角田市（３００千円）、東松島市（２００千円）、大河原町（２００千円）

で実施。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

【予算について】 

関係予算の専決処分（令和３年３月３１日）について、次回開催される市議会に報告し、その承

認を求める。 

【周知等について】 

令和３年４月 市ホームページ等により周知 

⑨ その他 

 

 


